
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発事項（スローガン） 

①枯れ草などがある場所では、たき火をしないこと。 
②やむを得ず、たき火など火を使用する場合は、火気のそばを離れず、使用後 

は完全に消火すること。 
③強風時、乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。 
④火入れを行う前に、必ず市町村長の許可を受けるとともに、十分な実施体制 

をとること。 
⑤たばこは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨て 

をしないこと。 
⑥火遊びはしないこと。 
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